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証券コード　7465
2018年４月27日

株主の皆さまへ
札幌市中央区北８条西21丁目１番10号

代表取締役社長 出 戸 信 成

第57期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第57期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいます
ようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、2018年５月16日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送
いただきたくお願い申し上げます。

敬　具
記

1. 日 時 2018年５月17日（木曜日）午前10時

2. 場 所 札幌市中央区北２条西１丁目１番地

ホテルモントレエーデルホフ札幌　13階「ベルヴェデーレ」

（末尾の株主総会会場のご案内をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 第57期（2017年３月１日から2018年２月28日まで）事業報告の内容および
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役９名選任の件

第２号議案 監査役１名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げ
ます。
当日ご出席いただきました株主さまにお土産をご用意しておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数にかか
わらず、ご出席の株主お一人さまにつき１個とさせていただきます。
なお、事業報告、計算書類および株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト（http://www.mv-hokkaido.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 1 －
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議決権行使に関するお願い

Ａ 当日ご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。（ご捺印は不要で

す。）また、議事資料として本冊子を

ご持参ください。

Ｂ 書面による議決権の行使の場合

POST
議決権行使書

同封の議決権行使書用紙に賛否をご

表示の上、2018年5月16日（水曜日）

午後５時までに到着するようご返送

ください。
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　取締役９名選任の件

　本総会終結の時をもって取締役全員（７名）は任期満了となります。つきましては、経営体

制の強化のため２名増員し、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりです。

１
で

出
と

戸
 

 
のぶ

信
なり

成 再任

生年月日 1965年11月１日 所有する当社の株式数 62,900株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

1994年４月　当社入社

1999年６月　当社取締役総合企画室長兼監査室長

2000年10月　当社取締役営業企画部長

2002年２月　当社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長

2003年４月　当社常務取締役管理本部長

2008年４月　当社常務取締役経営管理・人事・総務担当兼人事本部長

2012年２月　当社取締役開発本部長

2012年11月　当社代表取締役社長兼開発本部長

2013年５月　当社代表取締役社長

2013年11月　㈱いちまる取締役

2014年４月　当社代表取締役社長兼営業統括本部長

2015年３月　当社代表取締役社長兼ＳＭ統括本部長

2016年３月　当社代表取締役社長(現任)

取締役候補者の選任理由

出戸信成氏は、当社取締役として企業経営に従事し、2012年11月より代表取締役社長就任

以降、その豊富な経験と知見を活かした成長戦略を積極的に推進するとともに、重要課題

の意思決定を適時、適切に行っております。今後も当社の企業価値向上に資すると判断

し、引き続き取締役候補者といたしました。

特別の利害関係 出戸信成氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

－ 3 －

取締役選任議案
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２
みず

水
たに

谷
 

 
かず

和
ひこ

彦 再任

生年月日 1960年３月19日 所有する当社の株式数 1,000株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

1984年３月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

1993年３月　北海道ジャスコ㈱（現マックスバリュ北海道㈱）出向

2002年４月　当社開発部長

2011年６月　当社開発統括部長兼開発部長

2012年２月　当社開発不動産部長

2013年５月　当社取締役開発本部長兼開発不動産部長

2014年11月　当社取締役開発本部長兼開発不動産部長兼建設・メンテナンス部長

2016年３月　当社取締役開発本部長兼開発不動産部長兼建設部長

2016年８月　当社取締役開発本部長兼建設部長(現任)

取締役候補者の選任理由

水谷和彦氏は、当社の成長の基盤である店舗開発、不動産業務において取締役として職責

を果たし、その専門的知見は、将来の成長戦略に有益であり、当社の企業価値向上に資す

ると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

特別の利害関係 水谷和彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

３
たま

玉
お

生
 

 
すみ

澄
え

絵 再任

生年月日 1961年７月12日 所有する当社の株式数 　300株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

1995年８月　北海道ジャスコ㈱（現マックスバリュ北海道㈱)入社

2002年４月　当社手宮店販売課長

2003年７月　当社小樽店店長

2004年４月　当社手宮店店長

2009年４月　当社道央第三運営部長

2012年２月　当社人事教育部長

2013年５月　当社取締役人事総務本部長兼人事教育部長

2016年４月　当社取締役人事総務本部長兼人事教育部長兼コンプライアンス担当（現任）

取締役候補者の選任理由

玉生澄絵氏は、当社の店舗業務経験を有し、人事総務部門の責任者として、労務、コンプ

ライアンスを中心に会社の基盤作りに取締役として職責を果たしております。その専門的

知見は、当社の企業価値向上に資すると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

特別の利害関係 玉生澄絵氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

－ 4 －
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４
すず

鈴
き

木 
ひで

秀
やす

康 再任

生年月日 1954年９月10日 所有する当社の株式数 500株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

1978年４月　日本商事㈱入社

2004年７月　㈱ジョイ（現マックスバリュ北海道㈱）取締役店舗総括部長

2008年４月　当社取締役広域運営部長

2009年４月　当社ストアサポート部長

2009年８月　当社店舗統括部運営部長

2011年５月　当社店舗サポート部運営部長

2012年９月　当社ＳＭ統括部運営部長

2014年４月　当社営業統括本部営業統括部長兼道北運営部長

2015年３月　当社ＳＭ統括部長

2017年５月　当社取締役ＳＭ営業本部長（現任）

取締役候補者の選任理由

鈴木秀康氏は、当社のＳＭ営業部門の責任者として、営業戦略を立案し、収益計画に基づ

いた事業運営を実践し取締役としての職責を果たしております。その専門的知見と実行力

は、当社の企業価値向上に資すると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

特別の利害関係 鈴木秀康氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

５
いし

石
ばし

橋
 

 
たか

孝
ひろ

浩 再任

生年月日 1960年３月26日 所有する当社の株式数 　　　0株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

1982年４月　㈱伊勢甚（現イオン㈱）入社

2008年12月　イオンリテール㈱コントロール部長

2010年９月　同社経営企画部長

2013年９月　㈱ダイエー経営管理部長

2014年９月　同社経営企画部長

2015年９月　同社ＳＭ再編推進チームリーダー

2016年４月　イオン㈱ＳＭ・ＤＳ事業担当付

2016年５月　マックスバリュ東海㈱監査役

2017年３月　当社経営管理副本部長

2017年５月　当社取締役経営管理本部長（現任）

取締役候補者の選任理由

石橋孝浩氏は、当社の経営管理部門の責任者として、財務・会計・経営等の分野の豊富な

経験を活かし財務基盤の充実に向け取締役としての職責を果たしております。その専門的

知見は、当社の企業価値向上に資すると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

特別の利害関係 石橋孝浩氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

－ 5 －
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６
くに

國
やす

保 
あき

明
ひろ

宏 新任

生年月日 1955年９月29日 所有する当社の株式数 0株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

1989年10月　住友石炭鉱業㈱入社

2004年７月　㈱ジョイ（現マックスバリュ北海道㈱）生鮮マネジャー

2008年４月　当社コーディネーター部マネジャー

2009年９月　当社商品本部農産グループマネジャー

2011年２月　当社店舗統括部道南運営部長

2012年２月　当社ＳＭ統括部長

2012年11月　当社営業推進部長

2013年３月　当社コーディネーター部長

2016年５月　当社ＳＭ商品統括部長兼コーディネーター部長

2017年５月　当社執行役員ＳＭ商品本部長兼コーディネーター部長（現任）

取締役候補者の選任理由

國保明宏氏は、当社のＳＭ商品部門の責任者として、商品戦略、物流戦略を立案実践し、

商取引におけるコンプライアンス知識を有しており、執行役員として職責を果たしており

ます。その専門的知見と実行力は、当社の企業価値向上に資すると判断し、新たに取締役

候補者といたしました。

特別の利害関係 國保明宏氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

７
ど

土
い

井
 

 
いく

育
お

雄 新任

生年月日 1958年１月16日 所有する当社の株式数 　　　0株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

1981年４月　㈱ダイエー入社

2005年６月　同社業務管理部（ＧＭＳ食品）部長

2010年３月　同社商品グループ商品戦略部長

2013年９月　同社北海道事業本部函館事業部長

2015年９月　当社広域運営部渡島エリアマネジャー

2016年２月　当社ＤＳ統括部長

2017年５月　当社執行役員ＤＳ事業本部長兼コーディネーターグループマネジャー（現

任）

取締役候補者の選任理由

土井育雄氏は、当社のＤＳ事業部門の責任者として、ディスカウント業態の営業・商品戦

略を立案し実践しており、執行役員としての職責を果たしております。その専門的知見と

実行力は、当社の企業価値向上に資すると判断し、新たに取締役候補者といたしました。

特別の利害関係 土井育雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

－ 6 －
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８
はやし

林
 

 
み

美
え

枝
こ

子 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者
社外取締役就任年数
(本総会終結時）

2年

生年月日 1956年６月19日 所有する当社の株式数 　　　0株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

1997年４月　札幌国際大学人文学部国際文化学科助教授

1999年４月　同大学大学院地域社会研究科兼担助教授

2006年４月　同大学人文学部現代文化学科教授

2014年４月　日本医療大学保健医療学部看護学科教授(現任)

2016年５月　当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者
の選任理由

林美枝子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、当事業年度の全ての取締

役会に出席し、大学教授としての豊富な知識と経験により、当社の経営事項の決定および

業務執行に対して助言等をいただいており、社外取締役として十分な職責を果たしており

ます。その豊富な知識と経験が当社の企業価値向上に資すると判断し、引き続き社外取締

役候補者といたしました。

特別の利害関係 林美枝子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

９
みず

水
の

野
 

 
かつ

克
や

也 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者
社外取締役就任年数
(本総会終結時）

2年

生年月日 1972年７月25日 所有する当社の株式数 　　　0株

略歴､地位､担当および
重要な兼職の状況

2003年１月　公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所

 2003年７月　川崎・水野公認会計士共同事務所

　　　　　　 （現　公認会計士水野克也事務所）開設(現任)

 2003年７月　税理士法人札幌中央会計設立　代表社員(現任)

 2016年５月　当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者
の選任理由

水野克也氏は、当事業年度の全ての取締役会に出席し、公認会計士として専門的な知識と

経験により当社の経営事項の決定および業務執行に対して助言等をいただいており、社外

取締役として十分な職責を果たしております。その専門的な知識と経験が当社の企業価値

向上に資すると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

特別の利害関係 水野克也氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

(注)　当社は社外取締役候補者である林美枝子氏、水野克也氏が期待された役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約を締結してお

り、また両氏の選任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。その契約は、会社法第423条第１項の損害賠償責

任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とするという内

容であります。また、当社は両氏について東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役

員である旨の独立役員届出書を届け出ております。両氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。

－ 7 －
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第２号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって監査役後藤鉄朗氏は辞任されますので、監査役１名の選任をお願い

いたしたいと存じます。

　なお、監査役候補者芳賀直人氏は、監査役後藤鉄朗氏の補欠として選任されるものではなく、

その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会終結の

時までとなります。

　また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりです。

は

芳
が

賀 
なお

直
と

人 新任 社外監査役候補者

生年月日 1957年６月10日 所有する当社の株式数 　　　0株

略歴、地位および
重要な兼職の状況

1987年１月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社

1998年４月　チェルト㈱（現イオンディライト㈱）社長室長

2001年３月　同社ベンディングサービス事業部長

2001年５月　同社取締役

2005年５月　同社常務取締役

2007年４月　同社代表取締役社長

2010年５月　イオンディライト㈱取締役

2010年９月　同社取締役副社長

2012年５月　イオンタウン㈱常務取締役海外事業本部長

2015年６月　イオン㈱管理担当付

2016年４月　同社ドラッグ・ファーマシー事業政策チーム（現任）

2017年５月　アビリティーズジャスコ㈱取締役（非常勤）（現任）

社外監査役候補者の
選任理由

芳賀直人氏はイオン㈱のグループ企業の取締役を経験され、企業経営等の豊富な経験や実

績、幅広い知識と見識により当社の経営事項の決定および業務執行の監査・監督等に十分

な役割を果たしていただけると判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。

特別の利害関係 芳賀直人氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

（注）芳賀直人氏は、現在および過去５年間において当社の親会社および親会社の子会社の業務執行者であり、過去２年間において当

該親会社から給与等の支払いを受けております。

以　上

－ 8 －

監査役選任議案
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（添付書類）

事 業 報 告

(2017年３月１日から
2018年２月28日まで)

1.　会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

　当事業年度における経営環境は、企業収益や雇用環境の改善が続き、緩やかな景気回復の傾向がみられる

ものの、海外経済の不確実性等の影響により先行きはなお不透明な状況にあります。当社の属する北海道の

スーパーマーケット業界では、お客さまの生活防衛意識が依然高く、節約・低価格志向が継続するとともに、

人口減少によるマーケットの縮小や業態を超えた競争はより一層激しさを増し、厳しい経営環境が続いてお

ります。このような環境の下、当社は「基本の徹底と変化への対応」をスローガンに掲げ、変化するお客さ

まニーズに対応した品揃え、売場づくり、サービスの提供を行い商圏シェアの拡大に取り組んでおります。

　商圏シェアの拡大では、３店舗の新規出店と９店舗の大型改装を実施いたしました。新規出店では、７月

に札幌市への出店は４年ぶりとなる「マックスバリュ北40条店」、10月に「マックスバリュ新発寒店」を

新のフラッグシップ店舗として開店いたしました。また、11月には、旭川市に２店舗目となるディスカウン

ト店舗の「ザ・ビッグ緑が丘店」を開店いたしました。

　北海道で 大の都市である札幌市への出店については都市型のライフスタイルに対応した「簡単・便利・

即食」をコンセプトとして焼き立てパン、揚げ物、弁当、寿司、サラダ、デザート、冷凍食品、生鮮食品の

調理済み商品や健康を意識した特定保健用食品等の品揃えを充実させるとともに、医薬品売場も併設いたし

ました。また、生鮮作業室の見える化を行い、商品化している工程を見て感じていただき、安心してお買い

物いただけるようにいたしました。さらに、お買上商品を食しながらおくつろぎいただけるスペースを設置

し、多くのお客さまに憩いの場としてご利用いただいております。北海道第２の都市である旭川市に出店の

ディスカウント店舗は、節約志向に対応し、毎日の食生活に必要な商品をお値打ち価格でご提供することを

コンセプトに、買い回りしやすい売場にいたしました。

　大型改装店につきましては、老朽化した設備を入替するとともに、商圏特性に合わせた品揃えと売場づく

りを行いました。新店舗と大型改装店舗は、いずれも早期軌道化を目指し、お客さまの期待にお応えできる

売場づくりに努めてまいります。

　商品・営業面では、お客さまの節約・低価格志向にお応えすべく購買頻度の高い商品の価格訴求を行って

まいりました。具体的には毎週実施の「火曜市」「水・木曜市」の曜日市に「日曜大市」を加えて販売強化

を行いました。また、毎月恒例となっております「お客さま感謝デー」「わくわくデー」等の販売強化や低

価格でご提供する販促企画「安い値!」では、特に野菜の販売強化を実施いたしました。これらの施策が奏功

－ 9 －

事業の経過及びその成果
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し買上点数増加による客単価の向上に結び付きました。

　販売促進では、「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカード」の利用率が増加傾向にあり、固定客づくりに結び付いてい

ると考えております。また、マックスバリュ店舗では、取り組みから３年目となる旬の食材をおすすめする

「イチオシ商品」企画において北海道産のミニトマト、長いも、メークインや北海道近海で水揚げされた真

たら、生かき、たこ等を「楽はやっ！クッキング」と題して調理方法を売場、テレビ番組、ホームページと

連動した情報提供に取り組み、お客さまからご好評をいただいております。

　コンプライアンスの取り組みでは、食品表示の厳格化、衛生管理、労務管理、防災管理に係る内容を重点

実施項目として、毎月の店長会議や、商品部員会議、売場担当者会議を通じての教育機会を増やすことで個

人のスキルアップと組織体制の基盤固めに努めてまいりました。

　これらの取り組みにより、売上高は前期比102.2％、客数は同98.7％、客単価は同103.6％となりました。

既存店売上高は前期比102.2％となり、2010年９月から消費税増税による駆け込み需要で影響のあった2015年

３月を除き、７年５カ月にわたり前年同月を上回る結果となりました。販売費及び一般管理費では、将来を

見越した新入社員の採用や人時単価の上昇による人件費の増加、新店および改装投資費用、「ＷＡＯＮ ＰＯ

ＩＮＴカード」関連費用、電気代の増加等により前期比103.8％となりました。また、特別損失として減損損

失の計上等により、当期純利益は４億92百万円（前期比122.1％）となりました。

　以上の結果、当事業年度の業績は下記の通りとなりました。

営業収益 1,259億51百万円 (前期比102.2％)

営業利益 12億23百万円 (前期比 95.0％)

経常利益 12億22百万円 (前期比 93.4％)

当期純利益 ４億92百万円 (前期比122.1％)

－ 10 －

事業の経過及びその成果
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(2) グループ別の売上高の状況

 　農産、水産、畜産、サービスデリ（惣菜）の各生鮮食品グループにおいては、野菜の不安定な相場変動や

北海道近海で漁獲されるイカ、鮭、さんま等、旬の生鮮魚の記録的な不漁、アニサキスやＯ157の食中毒報

道による買い控え等厳しい環境が続く中、変化するお客さまニーズに対応した品揃えや地域のニーズに対応

した品揃えの強化に取り組みました。具体的には、購買頻度の高い商品を低価格でご提供し、鶏肉、豚肉、

塩干物等が好調に推移しました。また、中食化傾向の高まり等から揚げ物・焼き物のホットデリカ、生野菜

のサラダ、洋惣菜などの即食性の高い商品が好調でした。地域のニーズに対応した品揃えの強化につきまし

ては、重点地域にエリア商品部を設置し、商圏特性に合わせた品揃えを実施してまいりました。地元で収穫

された野菜の取り扱い拡大や店舗近郊漁港からの生鮮魚、地場加工の塩干物等の仕入れ拡大により対象店舗

で品揃えの幅と鮮度向上に寄与し大きな効果を得ております。これらの取り組みの結果、厳しい環境の中、

前期比改善を果たすことができました。

 　デイリー（日配）、グロサリー（加工）グループでは、調理に手間の掛からない、無駄の少ない商品に対

するニーズの高まりにより、冷凍食品、チルド加工品等が好調であるとともに、特定保健用食品の飲料や機

能性表示食品のヨーグルト等の品揃えを充実させることにより好調に推移しプラス要因となりました。ま

た、相場高が続くお米についても、北海道産米を中心にした販売強化が奏功し好調に推移しました。

 　家庭用品グループでは健康食品、ペット関連商品が好調に推移し、売上拡大につながりました。

 　当事業年度の商品グループ別の売上高は、次の通りであります。

商品グループ名

当事業年度

(2017年３月１日から
2018年２月28日まで)

売　　 上　　 高(百万円) 前　　期　　比　　(％)

農 産 16,385 100.2

水 産 9,612 101.4

畜 産 12,030 106.4

サ ー ビ ス デ リ （ 惣 菜 ） 10,461 101.5

デ イ リ ー 　 　 （ 日 配 ） 29,041 102.9

グ ロ サ リ ー 　 （ 加 工 ） 40,750 102.1

イ ン ス ト ア ベ ー カ リ ー 1,200 99.1

食 品 計 119,481 102.3

家 庭 用 品 4,204 100.6

衣 料 品 336 92.8

そ の 他 144 105.8

非 食 品 計 4,685 100.2

合 計 124,166 102.2

（注）1　上記金額は、商品グループ別直営売上高であり、その他の営業収入は含まれておりません。
2　その他は、催事等であります。
3　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 11 －

グループ別の売上高の状況
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(3) 設備投資等の状況
　当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は51億59百万円であります。その主な内容は、新店

および店舗の活性化投資等によるものです。

(4) 資金調達の状況
　当事業年度における資金調達の状況で特に記載すべき事項はありません。

(5) 環境・社会貢献活動
　当社は、お客さまに安全安心な店舗・商品・サービスの提供を通じて、「地域の豊かなくらしと地域環境

保全の両立」を目指しております。

　環境保全活動では、環境マネジメントシステム(ISO14001)を運用し、食品廃棄物の削減、水道・電気使用

量の削減、店頭回収リサイクルの推進等に取り組み、継続的に改善を進めております。また、イオングルー

プとしての取り組みである植樹活動については、2015年度から３カ年計画で「厚真町植樹」を実施いたしま

した。３年目にあたる2017年度は、従業員、お客さまも含め総勢700名で5,600本の苗木を植樹し、その結果

３年間で17,000本の植樹となりました。

　社会貢献活動では、毎月11日を「イオン・デー」として、店舗周辺の清掃活動等のボランティア活動を実

施しております。10月には「拡大イオン・デー　クリーン＆グリーン活動」として北海道のイオングループ

各社と連携し、店舗周辺や公共の場の清掃活動を行いました。また、同様に毎月11日実施の「イオン幸せの

黄色いレシートキャンペーン」では、お客さまに投函いただいたレシート金額の１％を福祉団体や学校等に

希望される商品に換えて寄贈させていただいております。当事業年度は合計180団体さまに710万円分の商品

を寄贈させていただきました。さらに、食育活動では、2012年より次世代を担うお子さまを対象に正しい食

生活のあり方、野菜・果物摂取の大切さを知っていただくことを目的として、「食育体験学習」を各店舗に

て行っております。当事業年度は８店舗で計17回開催し、444名のお子さまに体験していただきました。

　継続的に実施している募金活動の「北海道交通遺児のための募金」は、お客さまよりお預かりした金額が

当事業年度に245万円ございましたので、公益社団法人北海道交通遺児の会さまに寄付させていただきまし

た。その他、「24時間テレビチャリティー募金」「九州豪雨災害緊急支援募金」「ミャンマー学校建設募金」

等を実施し総額412万円をお客さまに代わって寄付させていただきました。

　イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ(ワオン)」では、「ほっかいどう遺産ＷＡＯＮ」のご利用金額の一部をＮ

ＰＯ法人北海道遺産協議会へ寄付し、北海道遺産に登録されている建物、自然、文化などの保全活動等に活

用していただいております。また、「創造都市さっぽろＷＡＯＮ」「はこだてＷＡＯＮ」「あさひかわＷＡ

ＯＮ」につきましても、札幌市の文化芸術振興、函館市の子育て支援事業や旭川市の旭山動物園の魅力向上、

中心市街地の活性化に活用していただき、当事業年度は総額で560万円を寄付させていただきました。さらに

10月には、新たに帯広市の子育て支援、教育環境と動物園の充実を目的とした「とかち帯広ＷＡＯＮ」を発

行し多くのお客さまにご利用いただいております。

－ 12 －

設備投資等の状況、資金調達の状況、環境・社会貢献活動
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(6) 対処すべき課題

　当社の属する北海道のスーパーマーケット業界では、業態を超えた競争は一層激しさを増し、低価格志向

が継続するとともに全国に先駆けて進む人口減少、高齢化の進行等厳しい経営環境が続くものと思われます。

このような経営環境の下、当社は経営基盤の強化を行いつつ、成長軌道をより確かなものとすべく改革の推

進を実践し中長期的な成長を目指してまいります。

　①成長戦略

　成長戦略に欠かすことのできない新店開発を計画的に進めてまいります。具体的には札幌市およびその近

郊の道央圏を主とし道北、道南、道東の既存ドミナントエリアへの新規出店計画を進めてまいります。また、

既存店舗の活性化を継続的に行い、売場づくりの見直しによる営業力の強化を図ってまいります。ザ・ビッ

グ業態もさらに進化したモデル作りに取り組んでまいります。2018年度は札幌市に２店舗の新規出店を計画

しており、この２店舗では、都市型のモデル店舗としてあるべき品揃え、売場配置等を進化させ、地域に密

着した店舗経営を実践し、早期軌道化と収益化が図れるよう努めてまいります。

　②商品・営業戦略

　引き続き「良い品をより安く」を追求し、購買頻度の高い商品を中心とした販売強化はもとより、多様化

するお客さまニーズへのきめ細かい対応や立地、商圏特性に合わせた店舗タイプ別品揃えの改善を行ってま

いります。例えば、高齢化、単身世帯、働く女性の増加、といった社会情勢の変化に対して「簡単・便利」

な商品や「食の作らない化」へ対応した中食関連商品の品揃えの拡充を継続実施するとともに健康志向の高

まりに対する商品の品揃えにも対応してまいります。また、商品力強化への取り組みとしてとりわけ野菜や

生鮮魚の鮮度改善に向けた取り組みも進めてまいります。店舗に近い産地や漁港からの仕入れを実現する

ためにエリア商品部機能を増強してまいりましたが、さらに鮮度の改善に努めてまいります。加えて、深刻

な人手不足への対応も避けられない状況になってまいりました。ご提供する商品の品質やサービスレベル

を落とすことなく、店舗における作業改善を図ってまいります。具体的には、自動発注システムの対象商品

の拡大や、お支払いセルフレジの導入、また、店舗外製造の可能な商品については順次、移行をすすめ作業

改善につなげてまいります。

　③人事・教育戦略

　将来を見据えた活力ある人材育成への取り組みを進めるため、教育機会の拡大を進めてまいります。従業

員教育については職位別、資格別に実施し、特に実務教育の充実に力を注いでまいります。さらに従業員の

倫理意識を高める行動規範教育も実施してまいります。また、ダイバーシティ(多様性)を推進し、女性が働

きやすく活躍できる会社の実現を目指し、女性管理職の育成・登用についても積極的に取り組んでまいりま

す。さらにフレンド社員(パートタイマー)で構成するマイストア委員会による改善活動を活発化し、魅力あ

る売場づくりの実現や働き甲斐のある企業風土の醸成を目指してまいります。
　④リスクへの対応

　継続的な事業の展開をしていくために内部統制の充実と事業リスクへの対応が必要不可欠です。コンプラ

イアンスの徹底やリスク管理を含めた内部統制の強化を図るためコンプライアンス教育、内部監査、リスク

マネジメント体制の強化などを推進してまいります。

－ 13 －
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(7) 財産および損益の状況の推移

区 分
第54期

(2015年２月期)
第55期

(2016年２月期)
第56期

(2017年２月期)
第57期(当期)
(2018年２月期)

営 業 収 益 (百万円) 96,658 109,724 123,204 125,951

売 上 高 (百万円) 95,238 108,141 121,460 124,166

経 常 利 益 (百万円) 1,595 1,219 1,309 1,222

当 期 純 利 益 (百万円) 428 523 403 492

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 62.64 76.12 58.48 71.37

総 資 産 (百万円) 27,140 31,598 32,452 35,930

純 資 産 (百万円) 7,547 8,318 8,662 9,027

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を除く）に基づき算出しております。

(8) 重要な親会社および子会社等の状況

①　親会社の状況

会社名 資本金 当社に対する議決権比率 当社との関係

イオン株式会社 220,007百万円 57.7％ ロイヤルティ契約

(注) 親会社であるイオン株式会社との取引において、ロイヤルティ契約については、第三者機関の指導に従い、適正

かつ公平で客観的に算定しております。親会社から提示された金額は、当社の社内規定に基づき、検討した上

で、取締役会において親会社から独立して 終的な意思決定を行っており、当社の利益を害するものではないと

判断しております。

②　重要な子会社の状況

　重要な子会社はありません。

③　重要な関連会社の状況

　重要な関連会社はありません。

(9) 主要な事業内容（2018年２月28日現在）

　当社は、北海道に店舗を有し、生鮮食品・加工食品・日用雑貨等の販売を主体とするスーパーマーケット

事業を営んでおります。

－ 14 －
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(10) 主要な事業所（2018年２月28日現在）

　本社：札幌市中央区北８条西21丁目１番10号

　店舗：89店舗

所 在 地 店 舗 名 店 舗 数

札幌市

中 央 区 SF円山店、MV南15条店、MVマルヤマクラス店 ３

東 区
MV元町店、MV光星店、MV北26条店、MVEX新道店、P苗穂店、B東雁来店、
BEモエレ店、BE栄町店、MV北40条店

９

西 区 MV琴似店、MV琴似３条店、MV八軒５条店、MVEX発寒南駅前店 ４
手 稲 区 BE前田店、J稲穂店、MV新発寒店 ３
南 区 MV澄川店、B石山店 ２
北 区 MV北店、MV新琴似店、MV北32条店 ３
豊 平 区 MV平岸店、MVEX中の島店、SF月寒中央店、B豊平店、B西岡店、BE平岸店 ６
白 石 区 MV菊水店、MV東札幌店、MV北郷店、SF白石店、BE白石中央店 ５
厚 別 区 SF森林公園店、MV厚別店、MV厚別東店 ３
清 田 区 MV北野店 １

小 樽 市 F小樽店、MV手宮店 ２
倶 知 安 町 MV倶知安店 １
共 和 町 MV共和店 １
江 別 市 MV上江別店、B江別店 ２
岩 見 沢 市 B岩見沢店 １
栗 山 町 MV栗山店 １
滝 川 市 MV滝川店、MV滝川本町店、J朝日町店 ３
赤 平 市 MV赤平店 １
芦 別 市 J芦別店 １
深 川 市 MV深川店 １
旭 川 市 B宮前通店、B緑が丘店 ２
士 別 市 B士別店 １
名 寄 市 MV名寄店 １
留 萌 市 MV留萌店 １
北 広 島 市 MV北広島店 １
恵 庭 市 MV恵庭店 １

苫 小 牧 市
MV澄川町店、MV新花園店、MV支笏湖通り店、MV有珠川店、MV沼ノ端店、
MV弥生店

６

日 高 町 MV富川店 １
新ひだか町 MV静内店 １
登 別 市 MV登別店 １
室 蘭 市 MV室蘭東店 １
八 雲 町 MV八雲店 １
函 館 市 MV石川店、MV堀川店、MV柏木店、MV万代店、MV弁天店 ５

－ 15 －
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所 在 地 店 舗 名 店 舗 数

帯 広 市
Iフードプライス店、セイリョーI店、MV稲田店、MVイーストモール店、MV春
駒通店

５

音 更 町 ルーキーI店 １
清 水 町 プラザ。I清水店 １
中 札 内 村 MV中札内店 １
池 田 町 MV池田店 １
釧 路 市 B春採店、B川北店、B文苑店、B鳥取大通店 ４

（注）1　2017年７月にMV北40条店、同10月にMV新発寒店、同11月にB緑が丘店を開店いたしました。
2　2017年４月にアイモールＩ店、同７月にJ東月寒店、同９月にパークＩ店、同10月にＩ西帯店およびキャロットＩ店

を閉店いたしました。
3　2017年９月にリバティーＩ店をMV春駒通店に店舗名を変更いたしました。
4　MVはマックスバリュ、MVEXはマックスバリュエクスプレス、SFは札幌フードセンター、Fはフードセンター、Jはジョ

イ、Pはプライスマート、Iはいちまる、Bはザ・ビッグ、BEはザ・ビッグ　エクスプレスの略です。

－ 16 －
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(11) 従業員の状況（2018年２月28日現在）

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

1,120名 48名増 38.1歳 11.1年

（注）上記従業員以外にフレンド社員（パートタイマー）が5,276名（８時間換算／3,518名）在籍しておりま

す。

(12) 主要な借入先の状況（2018年２月28日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

百万円

株 式 会 社 北 洋 銀 行 4,462

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 3,514

株 式 会 社 北 陸 銀 行 340

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 215

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 101

株 式 会 社 み ち の く 銀 行 70

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 70

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 70

株 式 会 社 青 森 銀 行 69

合 計 8,914

（注）株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、2018年4月1日付で、商号を株式会社三菱ＵＦＪ銀行に変更しております。

－ 17 －
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2.　会社の株式に関する事項

(1) 株式の状況（2018年２月28日現在）

①　発行可能株式総数 27,000,000株

②　発行済株式の総数 6,903,775株（自己株式37,575株を除く）

③　当事業年度末の株主数 3,767名（前期末比64名減）

④　単元株式数 100株

⑤　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

イ オ ン 株 式 会 社 3,985,900 57.7

株 式 会 社 北 洋 銀 行 339,000 4.9

マ ッ ク ス バ リ ュ 北 海 道 共 栄 会 314,300 4.6

イ オ ン フ ィ ナ ン シ ャ ル サ ー ビ ス 株 式 会 社 265,000 3.8

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 170,000 2.5

出 戸 一 成 140,400 2.0

マ ッ ク ス バ リ ュ 西 日 本 株 式 会 社 118,000 1.7

株 式 会 社 北 陸 銀 行 106,000 1.5

出 戸 信 成 62,900 0.9

株 式 会 社 エ フ ピ コ 61,000 0.9

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等に関する事項

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況

第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権

発行決議日 2014年４月８日 2015年４月９日 2016年４月13日

区分 取締役 取締役 取締役

新株予約権の数 32個 41個 41個
新株予約権の目的となる
株式の種類および数

普通株式　3,200株 普通株式　4,100株 普通株式　4,100株

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価値

１株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

権利行使期間
2014年６月９日から
2029年６月８日まで

2015年６月10日から
2030年６月９日まで

2016年６月10日から
2031年６月９日まで

保有する者の人数 ２名 ３名 ３名

（注）1 新株予約権の行使の条件は、当社の取締役の地位にあることであります。ただし、当社の取締役を退
任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとします。

2 当社は、社外取締役に対して新株予約権の付与は行っておりません。

－ 18 －
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第９回新株予約権

発行決議日 2017年４月12日

区分 取締役

新株予約権の数 41個
新株予約権の目的となる
株式の種類および数

普通株式　4,100株

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価値

１株当たり１円

権利行使期間
2017年６月10日から
2032年６月９日まで

保有する者の人数 ３名

（注）1 新株予約権の行使の条件は、当社の取締役の地位にあることであります。ただし、当社の取締役を退
任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとします。

2 当社は、社外取締役に対して新株予約権の付与は行っておりません。

②　当事業年度末日後に職務の対価として当社役員に交付予定の新株予約権等の状況

第10回新株予約権

発行決議日 2018年４月11日

区分 取締役

新株予約権の数 59個

新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式　5,900株

新株予約権の行使に際して出資される財産の価値 １株当たり１円

権利行使期間
2018年６月10日から
2033年６月９日まで

交付する者の人数 ５名

（注）1 新株予約権の行使の条件は、当社の取締役の地位にあることであります。ただし、当社の取締役を退
任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとします。

2 当社は、社外取締役に対して新株予約権の付与は行っておりません。

－ 19 －
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3.　会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（2018年２月28日現在）

地　位 氏　名 担　当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 出 戸 信 成

取 締 役 水 谷 和 彦
開 発 本 部 長
兼 建 設 部 長

取 締 役 玉 生 澄 絵
人 事 総 務 本 部 長
兼 人 事 教 育 部 長
兼コンプライアンス担当

取 締 役 鈴 木 秀 康 Ｓ Ｍ 営 業 本 部 長

取 締 役 石 橋 孝 浩 経 営 管 理 本 部 長

取 締 役 林 美 枝 子 日本医療大学保健医療学部 看護学科教授

取 締 役 水 野 克 也
公認会計士水野克也事務所 公認会計士
税理士法人札幌中央会計 代表社員

常 勤 監 査 役 福 岡 眞 人 イ オ ン 北 海 道 株 式 会 社  監 査 役

監 査 役 橋 本 昭 夫
橋本・大川合同法律事務所 弁護士
空知炭礦株式会社 代表取締役社長

監 査 役 吉 岡 征 雄
彩 北 法 律 事 務 所  弁 護 士
イ オ ン 北 海 道 株 式 会 社  監 査 役

監 査 役 後 藤 鉄 朗 マックスバリュ東北株式会社 監査役

（注） 1 2017年５月18日開催の第56期定時株主総会において、取締役鈴木秀康氏、取締役石橋孝浩氏が新たに選任され、
就任しております。

2 取締役林美枝子氏、取締役水野克也氏は、社外取締役であります。

3 監査役福岡眞人氏、橋本昭夫氏、吉岡征雄氏、後藤鉄朗氏は社外監査役であります。

4 監査役橋本昭夫氏および吉岡征雄氏は、弁護士として企業法務に精通しております。

5 当社は東京証券取引所に対して、取締役林美枝子氏、取締役水野克也氏および監査役吉岡征雄氏を独立役員と
する独立役員届出書を提出しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項に基づき、取締役林美枝子氏、取締役水野克也氏、監査役橋本昭夫氏お

よび監査役吉岡征雄氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について職務を行うにつき

善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第１項各号の額の合計額を限度とする契約を締結して

おります。

－ 20 －
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(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

支 給 人 数 報酬等の総額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

８名
（２名）

105百万円
（7百万円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４名
（４名）

19百万円
（19百万円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

12名
（６名）

124百万円
（26百万円）

（注） 1 取締役の報酬限度額は2007年６月15日開催の第46期定時株主総会において年額270百万円以内（うち金銭報酬額
240百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分30百万円）と決議いただいております。

2 監査役の報酬限度額は2007年６月15日開催の第46期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいて
おります。

3 上記には、事業年度中に退任した取締役1名を含めております。

4 上記の金額には、第57期に係る役員業績報酬支給見込額、ストックオプションとして付与する新株予約権に係
る当事業年度中の費用計上額が含まれております。

5 社外役員が親会社または当該親会社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬の総額は18百万円
です。

(4) 当事業年度中に退任した取締役

氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時の地位、担当および重要な兼職の状況

石 岡 忠 雄 2017年５月18日 任 期 満 了
取締役
経営管理本部長

－ 21 －
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4.　社外役員に関する事項

(1) 社外役員の兼職の状況

区　分 氏　名 兼職する他の法人等名 兼職の内容

取締役 林 美 枝 子 日 本 医 療 大 学 保 健 医 療 学 部 看護学科教授

取締役 水 野 克 也
公 認 会 計 士 水 野 克 也 事 務 所
税 理 士 法 人 札 幌 中 央 会 計

公認会計士
代表社員

監査役 福 岡 眞 人 イ オ ン 北 海 道 株 式 会 社 監査役

監査役 橋 本 昭 夫
橋 本 ・ 大 川 合 同 法 律 事 務 所
空 知 炭 礦 株 式 会 社

弁護士
代表取締役社長

監査役 吉 岡 征 雄
彩 北 法 律 事 務 所
イ オ ン 北 海 道 株 式 会 社

弁護士
監査役

監査役 後 藤 鉄 朗 マックスバリュ東北株式会社 監査役

(注)イオン北海道株式会社およびマックスバリュ東北株式会社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であります。
なお、イオン北海道株式会社と当社との間に建物の賃貸借等の取引があります。

(2) 社外役員の主な活動状況

区　分 氏　名 主な活動内容

取締役 林 美 枝 子

当事業年度開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、大学教授としての豊富な
知識、経験から議案審議等に必要に応じて発言を行っており、当社の事業につい
て大所高所から具体的、かつ専門的で有益なご意見をいただいております。さら
に店舗往査を通じて商品や営業面での適切なご意見をいただいております。

取締役 水 野 克 也

当事業年度開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、公認会計士としての専門
的知見から議案審議等に必要に応じて発言を行っており、当社の事業について大
所高所から具体的、かつ専門的で有益なご意見をいただいております。さらに店
舗往査を通じて商品や営業面での適切なご意見をいただいております。

監査役 福 岡 眞 人

当事業年度開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、また当事業年度開催の監
査役会全13回のうち13回に出席し、議案審議等に対し適切なご意見をいただいて
おります。さらに社内の主要会議への出席、店舗往査を通じて商品や営業面での
適切なご意見をいただいております。

監査役 橋 本 昭 夫

当事業年度開催の取締役会全12回のうち11回に出席し、また当事業年度開催の監
査役会全13回のうち12回に出席し、専門的な知見を生かして議案審議等に対し適
切なご意見をいただいております。さらに店舗往査を通じて商品や営業面での適
切なご意見をいただいております。

監査役 吉 岡 征 雄

当事業年度開催の取締役会全12回のうち10回に出席し、また当事業年度開催の監
査役会全13回のうち13回に出席し、専門的な知見を生かして議案審議等に対し適
切なご意見をいただいております。さらに店舗往査を通じて商品や営業面での適
切なご意見をいただいております。

監査役 後 藤 鉄 朗

当事業年度開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、また当事業年度開催の監
査役会全13回のうち12回に出席し、議案審議等に対し適切なご意見をいただいて
おります。さらに店舗往査を通じて商品や営業面での適切なご意見をいただいて
おります。
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5.　会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　会計監査人としての報酬等の額

②　当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

32百万円

32百万円
 (注) 1　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の金額にはこれらの

合計額を記載しております。

2　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

監査項目別時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し当事業年度

の監査時間及び報酬額等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条

第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定い

たします。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査

役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を

解任した旨と解任の理由を報告いたします。

－ 23 －
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6.　業務の適正を確保するための体制等整備についての決議内容
　当社は、会社法第362条第４項第６号ならびに会社法施行規則第100条に基づき、以下のと
おり、当会社の「業務の適正を確保するための体制」（「内部統制システム」）の構築に関
する基本方針を決議しております。その内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制

①当社は、イオンの「お客さま中心」の基本理念および２００３年４月に制定されたグルー
プ共有の行動規範である「イオン行動規範」を取締役および使用人のすべての行動の基本
とし、企業の社会的責任を果たすため、法令・企業倫理および社会規範等を遵守尊重する
よう社内に周知徹底する。

②当社は代表取締役社長を委員長とし、取締役、監査役、監査室、各部署長などを委員とす
る「コンプライアンス委員会」を設置し、「イオン行動規範」、「法令」等の遵守および
コンプライアンスに係る施策・整備・運用状況の審議など、コンプライアンス体制の監視・
検証を定期的に行うとともに、その活動状況を月次ごとに取締役会に報告する。また、取
締役の中よりコンプライアンスの責任者を任命し、当社のコンプライアンス体制の整備お
よび問題点の解決に努める。

③当社は、コンプライアンス意識の徹底・向上のため、従業員に対してコンプライアンス教
育・研修を継続的に行う。

④当社は、人事総務本部に内部通報制度窓口を設置するとともに、外部情報収集を定期的に
実施し、法令および定款の違反行為等を予防・早期発見し、迅速かつ効果的な対応を図る
とともに、コンプライアンスに関する従業員の声を経営に反映させる。なお、違反行為が
発生した場合には、迅速に情報を把握し、懲戒規定に基づき厳正に処分する。また、必要
に応じ外部の弁護士、公認会計士などの専門家を起用し、法令違反行為を未然に防止、か
つそのために必要な措置を実施する。

⑤当社の取締役会は、定期的に内部統制システムの有効性監査の報告を受けるとともに、コ
ンプライアンス体制の問題の把握と整備に努める。

⑥当社の監査役は、監査役会規則に基づき、取締役の職務執行について定期的な監査を実施
し取締役会決議の内容ならびに取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況を監
視・検証し、適時に助言・勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなどを講じる。

⑦当社の取締役が当社の他の取締役の法令・定款違反等の行為を発見した場合は直ちに監査
役会および取締役会に報告するなどのガバナンス体制を構築する。

⑧当社は、財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法その他の関連法令に従い、
財務報告に係る内部統制の体制を構築し、整備および運用状況の有効性評価を実施する。

⑨当社の取締役は、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との一
切の関係を遮断し、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一それらの勢力
からの不当な要求を受けた場合には、警察・弁護士等の外部関連機関と連携し、組織全体
として毅然とした態度で法的手段対応を行う。
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(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①当社の取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）、
その他法令に基づき作成される文書は法令に基づき適切に作成、保存され、その他重要な
情報は、社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存し管理する。
　イ.株主総会議事録と関連資料
ロ.取締役会議事録と関連資料
ハ.取締役が主催するその他の重要な会議の議事録または経過の記録
ニ.取締役が決定者とする稟議書類
ホ.その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

②業務執行取締役は、その職務の執行に係る上記①に定める文書を社内規程に従い、定めら
れた期間保管する。また、取締役および監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

③内部者取引防止規程の下に、経営管理本部が情報管理を行う。
④当社は、経営企画部内に会社の重要な情報の適時開示およびその他の開示を所管する部署
を管理する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集
した上で、法令等に従い適切に開示する。

⑤個人情報保護および営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報および重要な営業秘
密を適切かつ安全に保存し管理する。

(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社の取締役は、当社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評
価し、毎年の経営計画に適切に反映する。

②当社はリスクマネジメント規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるととも
に、有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。

③当社は、以下の運営リスクにおける事業の継続を確保するための体制を整備する。
イ.地震、洪水、火災、事故などの災害により重大な損失を被るリスク
ロ.取締役および使用人の不適切な業務執行により販売活動に重大な支障を生じるリス

ク
ハ.基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な損害を被るリスク
ニ.その他、取締役会がきわめて重大と判断するリスク

④当社は、各事業部門を担当する取締役および部室長は、それぞれの部門に係るリスク管理
を行う。また、人事総務本部長は統括的に全社的なリスク管理を行い、リスク管理の状況
を取締役会に定期的に報告する。

⑤当社は災害、環境等に係るリスクへの対応については、一元的に総務部が統括し、業務手
順書の制定、マニュアルの作成・配布および教育・研修を継続的に実施し全従業員へ周知
徹底する。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は業務の有効性および効率性を図る観点から、当社の経営に係る重要事項については
社内規程に従い、各部門の会議、事業戦略会議等の審議を経て、取締役会において決定す
る。
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②当社の取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、各部署の長が迅速
に遂行する。あわせて、内部牽制機能の確立を図るため、「組織および職務分掌規程」、
「職務責任権限規程」を定め、それぞれの組織権限や実行責任者を明確化し、適切な業務
手続きが行われるようにする。

③当社の会社方針に基づいて事業活動が適正に運営されているか監査室が定期的に監査し、
取締役および経営幹部に報告する。必要ある場合は、担当する取締役および経営幹部は是
正処置を講ずる。

(5) 当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

①当社は、イオングループが定期的に主催する分野別部門長会議に参加し、法改正の動向と
対応策および業務効率化に資する有益なベストプラクティス等の情報を積極的に有効活用
する。ただし、独立性の観点から具体的対応の決定については、当社の事情に応じて当社
が自主決定する。

②当社は、親会社の内部監査部門の定期的監査を受け入れ、コンプライアンス遵守状況等に
係る報告等を適宜受けとり、コンプライアンス体制を強化する体制とする。

③親会社および親会社グループとの賃貸借契約・業務委託契約やプライベート商品等の売買
取引等利益相反取引については、一般取引条件と同様に交渉の上決定する。また、それら
の取引等の適切性・適法性を定期的に審議・検討の上、取締役会で決議・報告する。

(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役がその業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その業務に限定した期間、
必要な員数および求められる資質について、監査役と協議のうえ、適任と認められる人員
を配置する。

②監査役の補助業務にあたる者は、その間は業務執行者から独立し監査役の指示に従い職務
を行うものとする。

③監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するた
め、監査役は補助使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動および人事評価等人
事権に係る事項の決定には事前に監査役の意見を聴取し、これを尊重する。
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(7) 当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社監査役へ
の報告に関する体制

①当社の取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。
イ.当社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事実の速やかな報告
ロ.内部統制システムの整備状況の定期的な報告
ハ.コンプライアンス体制やリスクマネジメントに関する事項の定期的な報告
ニ.内部通報の状況および事案の内容の速やかな報告
ホ.会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項の速やかな報告
へ.法令・定款違反事項の速やかな報告
ト.業務監査による業務監査結果の定期的な報告
チ.その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項の速やかな報

告
②報告の方法（報告者、報告受領者、電話・書面・電子メール等の伝達方法等）については、
取締役と監査役との協議により決定するものとする。

(8) 上記(7)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制

①就業規則および内部通報者保護に関わる規定において、従業員が、監査役への報告または
内部通報窓口への通報により、人事上の一切の不利益扱いを受けることがなく、懲戒その
他の不利益処分の対象となることがないことを明示的に定める。また、懲戒規定により内
部通報者への報復行為が行われた場合の厳罰処分が定められている。

②監査役は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わな
い。

③監査役は、報告した使用人の異動、人事評価および懲戒等に関して、取締役にその理由の
開示を求めることができる。

④コンプライアンス担当は、従業員に対する教育、研修の機会を通じて、従業員が、不利益
扱いを懸念して取締役への報告または内部通報窓口への通報を思いとどまることがないよ
う、啓蒙に努める。

⑤内部監査室は、内部監査に際して、上記①および④の運用が徹底されているかにつき、定
期的に検証する。

(9) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職
務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の
前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務
が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用また
は債務を処理する。

－ 27 －

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2018/04/20 10:23:03 / 17366635_マックスバリュ北海道株式会社_招集通知（Ｃ）

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社の監査役は、取締役会その他の重要会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務

の執行状況を把握するとともに、必要な意見を述べることができる。
②当社の監査役は、当社の代表取締役社長および取締役ならびに会計監査人と会社の課題、
リスク、監査環境の整備、監査上の重要課題について、それぞれ定期的に意見の交換を行
う。

③当社の監査室は、当社の監査役との間で定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議
および意見交換するなど、密接な情報交換および連携を図る。

④当社の監査役は、監査の実施に当たり、必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の監
査業務に関する助言を受けることができる。

7.　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおり
であります。

(1) コンプライアンスに関する取り組み
　　代表取締役社長を委員長として、コンプライアンス担当役員を置き、取締役、監査役、
監査室、各部署長などを委員とする「コンプライアンス委員会」を毎月１回開催し、必要
に応じて、社会問題となっている法令違反の事例等をもとに社内教育を行っております。
また、内部監査室による店舗業務監査、本社監査等の報告ならびに監査結果に対する対応
検討を行っております。さらに企業倫理の向上のためにイオングループの行動規範である
「イオン行動規範」研修を年１回開催し、従業員の倫理意識向上を図っております。

(2) リスク管理体制に関する取り組み
　　総務部が主管となり、事業活動に係るリスクを毎年評価し、潜在的リスクについて分類、

整理し、優先順位付けした上で対応を検討しております。事故、災害等の発生について、
毎月１回主要会議の場で報告検討され、取締役会に報告しております。

(3) 職務執行の適正および効率性の確保の取り組み
　　取締役会は社外取締役２名を含む取締役７名で構成され、社外監査役４名が出席し、毎
月１回開催しております。当事業年度におきましては全12回開催しており、各議案の決議、
取締役の業務執行の監督を行っております。議案は常勤の取締役および社長が指名する者
により構成された主要会議で事前に審議されており、職務執行の適正性、効率性を確保し
ております。

(4) 監査役の監査体制
　　監査役は、監査役会を毎月開催し取締役会に出席し、常勤監査役は社内の主要な会議体

に出席し重要な意思決定に関して必要に応じて意見を述べております。また、取締役、会
計監査人と会社の重要課題やリスク等に関して定期的に意見交換を行っており、情報の共
有を図っております。監査役の業務を補助するものとして内部監査室が担当しており、監
査役会に出席し監査役業務の円滑な遂行ができる体制となっております。

－ 28 －

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
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8.　株式会社の支配に関する基本方針
　当社としては、重要な事項として認識しておりますが、親会社および緊密な者、または、
同意している者の議決権の所有割合が50％を超える現状を考慮して、現時点での買収防衛策
の導入はいたしておりません。

9.　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社の利益配分に関する基本方針は、自己資本比率および資本効率の向上を追求し財務基
盤の充実を進めながら、株主利益の 大化を目指し、配当性向30％を目安に業績に応じて安
定的、継続的に株主配当を実施してまいります。
　内部留保の使途につきましては、店舗の新設、改装およびシステム投資、教育投資等に活
用し、事業基盤の強化と更なる業容の拡大につなげてまいります。
　この基本方針に基づき、当期の剰余金の配当は2018年４月11日開催の取締役会決議により、
普通配当１株当たり20円とさせていただきます。

（注）1　本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
2　売上高等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 29 －

株式会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針
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1.　貸　借　対　照　表

（2018年２月28日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
(資　　産　　の　　部) (負　　債　　の　　部)

流 動 資 産 10,050 流 動 負 債 21,264
現 金 及 び 預 金 682 支 払 手 形 11
売 掛 金 511 買 掛 金 9,856
商 品 2,991 短 期 借 入 金 3,717
貯 蔵 品 34 １年内返済予定の長期借入金 1,459
前 払 費 用 314 リ ー ス 債 務 54
繰 延 税 金 資 産 243 未 払 金 1,151
未 収 入 金 4,972 未 払 費 用 1,217
１年内回収予定の建設協力金 216 未 払 法 人 税 等 392
そ の 他 87 未 払 消 費 税 等 45
貸 倒 引 当 金 △4 預 り 金 2,109

前 受 収 益 85
役 員 業 績 報 酬 引 当 金 46
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 28
資 産 除 去 債 務 6

固 定 資 産 25,880 設 備 関 係 支 払 手 形 1,035
有 形 固 定 資 産 18,650 そ の 他 45
建 物 7,231
構 築 物 438 固 定 負 債 5,638
車 両 運 搬 具 9 長 期 借 入 金 3,736
器 具 備 品 2,243 リ ー ス 債 務 416
土 地 8,200 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 64
リ ー ス 資 産 479 資 産 除 去 債 務 653
建 設 仮 勘 定 47 預 り 保 証 金 658

リ ー ス 資 産 減 損 勘 定 96
そ の 他 12

無 形 固 定 資 産 402 負 債 合 計 26,903
ソ フ ト ウ ェ ア 11 (純　 資　 産　 の　 部)
の れ ん 379 株 主 資 本 8,955
電 話 加 入 権 8 資 本 金 1,176
そ の 他 3 資 本 剰 余 金 1,484

資 本 準 備 金 1,206
そ の 他 資 本 剰 余 金 277

投 資 そ の 他 の 資 産 6,826 利 益 剰 余 金 6,359
投 資 有 価 証 券 137 利 益 準 備 金 78
長 期 前 払 費 用 312 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,281
繰 延 税 金 資 産 1,806 別 途 積 立 金 4,118
敷 金 3,526 繰 越 利 益 剰 余 金 2,163
建 設 協 力 金 814 自 己 株 式 △65
そ の 他 335 評 価 ・ 換 算 差 額 等 △4
貸 倒 引 当 金 △105 その他有価証券評価差額金 △4

新 株 予 約 権 76
純 資 産 合 計 9,027

資 産 合 計 35,930 負 債 ・ 純 資 産 合 計 35,930

－ 30 －

貸借対照表
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2.　損　益　計　算　書

(2017年３月１日から
2018年２月28日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 124,166

売 上 原 価 96,926

売 上 総 利 益 27,240

そ の 他 の 営 業 収 入 1,784

営 業 総 利 益 29,024

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 27,801

営 業 利 益 1,223

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 18

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 6

リ サ イ ク ル 材 売 却 収 入 43

補 助 金 収 入 18

そ の 他 28 115

営 業 外 費 用

支 払 利 息 64

そ の 他 51 116

経 常 利 益 1,222

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 56 56

特 別 損 失

減 損 損 失 350

店舗閉鎖損失引当金繰入額 116 466

税 引 前 当 期 純 利 益 811

法人税、住民税及び事業税 338

法 人 税 等 調 整 額 △18 319

当 期 純 利 益 492

－ 31 －

損益計算書
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3.　株主資本等変動計算書

(2017年３月１日から
2018年２月28日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計

別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,176 1,206 277 1,484 78 4,118 1,787 5,984

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △117 △117

当 期 純 利 益 492 492

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 - - - - - - 375 375

当 期 末 残 高 1,176 1,206 277 1,484 78 4,118 2,163 6,359

株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △64 8,580 19 19 62 8,662

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △117 △117

当 期 純 利 益 492 492

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

△24 △24 14 △9

当 期 変 動 額 合 計 △0 374 △24 △24 14 365

当 期 末 残 高 △65 8,955 △4 △4 76 9,027

－ 32 －

株主資本等変動計算書
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4.　個　別　注　記　表

1.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの…………期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

時価のないもの…………移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品…………………………「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定める

売価還元平均原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価

切下げの方法）

貯蔵品……………………… 終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……………………経済的耐用年数に基づく定額法

各資産別の耐用年数として以下の年数を採用しております。

建物

(営業店舗) 15～20年

(事務所) 38年

(建物附属設備) ３～18年

構築物 ３～20年

車両運搬具 ２～６年

器具備品 ２～16年

②無形固定資産……………………定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。

　また、のれんについては、10年間の均等償却を行っております。

③リース資産………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、2009年１月31

日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

④長期前払費用……………………借地権…借地上の店舗の賃借契約期間に基づく定額法を採用しております。

その他…定額法（償却年数は主として３～５年）を採用しております。

－ 33 －

個別注記表
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(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金………………………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

②役員業績報酬引当金……………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事
業年度に見合う分を計上しております。

③退職給付引当金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務費用は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に
おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとし
ております。
なお、当事業年度末においては、退職給付引当金が借方残高となったため、
前払年金費用として投資その他の資産の「その他」に計上しております。

④店舗閉鎖損失引当金……………店舗閉店に伴い発生する損失に備え、店舗閉店により見込まれる中途解約
違約金及び原状回復費等の閉店関連損失見込額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　（追加情報）
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年３月28日）を当
　事業年度から適用しております。

2.　貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 14,952百万円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権 5百万円
関係会社に対する短期金銭債務 92百万円

－ 34 －

個別注記表
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3.　損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高
　関係会社との取引高
　営業取引高（販売費及び一般管理費） 174百万円

  (2) 減損損失

　当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
①減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 物件数 金額(百万円)

店舗 建物等
石狩
振興局

６ 62

店舗 建物等
胆振総合
振興局

１ 114

店舗及び
遊休資産

土地及び
建物等

空知総合
振興局

４ 46

店舗
土地及び
建物等

渡島総合
振興局

２ 5

店舗 建物等
十勝総合
振興局

２ 120

店舗 建物等
後志総合
振興局

１ 1

合計 16 350

②減損損失の認識に至った経緯
　店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込みである
資産グループ及び、遊休状態にあり地価の下落により投資額の回収が見込めなくなった資産グループにつ
いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

③減損損失の金額

種類 金額(百万円)

建物 112

有形固定資産(その他) 146

土地 25

リース資産 40

その他　　　　　　※ 25

合計 350

※その他は、投資その他の資産の「長期前払費用」及び「その他」であります。

　　　④資産のグルーピングの方法

　キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。また、
賃貸用不動産及び遊休資産については個別の物件単位ごとにグルーピングしております。

－ 35 －
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⑤回収可能価額の算定方法

　資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、

土地については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額、または、固定資産税評価額等を基に算定した金額

により、その他の固定資産については不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準、または、取引事例等を勘

案した合理的な見積りにより評価しております。

4.　株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当 期 首
株式数(株)

当 期 増 加
株式数(株)

当 期 減 少
株式数(株)

当 期 末
株式数(株)

摘要

発行済株式 普通株式 6,941,350 ― ― 6,941,350 ―

自己株式 普通株式 37,455 120 ― 37,575 ―

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加 120株

(2) 配当に関する事項

①配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の

総額（百万円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2017年４月12日
取締役会

普通株式 117 17 2017年２月28日 2017年５月19日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の

総額（百万円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2018年４月11日
取締役会

普通株式 138 20 2018年２月28日 2018年５月18日

(3) 新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類 当事業年度末

普通株式 32,600株

－ 36 －
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5.　税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

①流動の部

繰延税金資産

未払賞与 138百万円

未払事業所税 22百万円

未払事業税 35百万円

減損損失 8百万円

その他 38百万円

繰延税金資産合計 243百万円

②固定の部

繰延税金資産

減価償却資産償却超過額 1,197百万円

減損損失 1,141百万円

資産除去債務 199百万円

資産調整勘定 94百万円

貸倒引当金 33百万円

その他 129百万円

小計 2,796百万円

評価性引当額 △922百万円

繰延税金資産合計 1,874百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 0百万円

資産除去債務に対応する除去費用 38百万円

前払年金費用 11百万円

建設協力金 18百万円

繰延税金負債合計 67百万円

繰延税金資産の純額 1,806百万円

－ 37 －
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6.　リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、店舗建物の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース

契約により使用しております。

(1) 当事業年度の末日における取得原価相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高

相当額
（単位：百万円）

取得原価相当額
減価償却累計額
相 当 額

減損損失累計額
相 当 額

期末残高相当額

建 物 3,245 2,182 226 837

(2) 当事業年度の末日における未経過リース料相当額及びリース資産減損勘定期末残高

未経過リース料相当額

１年内 179百万円

１年超 975百万円

合計 1,154百万円

リース資産減損勘定期末残高 123百万円

(3) 当事業年度の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料 309百万円

リース資産減損勘定の取崩額 26百万円

減価償却費相当額 160百万円

支払利息相当額 81百万円

(4) 減価償却費相当額の算出方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

－ 38 －
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7.　金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入によってお
ります。

②金融商品の内容及びそのリスク
　未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として業務上の関係を有する
会社の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び建設協力金は、主に店舗の賃借
に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金及び預り金は、１年以内の支払期日であります。短期借入金及び長期借入金は主
に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リス
クに晒されております。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりま
すが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

③金融商品に係るリスク管理体制
(1)信用リスクの管理
　当社は、内部管理規程に従い、未収入金について、営業部門及び経理財務部門が取引先の状況を定期的
にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の
早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。
　敷金及び建設協力金の一部については、抵当権、質権を設定するなど保全措置を講じております。
(2)市場リスクの管理
　投資有価証券については、市場動向、時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等を定期的にモニタリ
ングして経営陣に報告するとともに、保有状況を継続的に見直しております。
(3)資金調達に係る流動性リスクの管理
　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に年度資金計画を作成・更新するとともに、手許流
動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該時価が異なることもあります。

－ 39 －
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
2018年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)

①現金及び預金 682 682 ―

②未収入金 4,972

貸倒引当金　※ △0

4,971 4,971 ―

③投資有価証券 137 137 ―

④敷金 3,526

貸倒引当金　※ △96

3,430 3,420 △9

⑤建設協力金 1,031

貸倒引当金　※ △10

1,020 1,130 110

資産計 10,241 10,342 100

①買掛金 9,856 9,856 ―

②短期借入金 3,717 3,717 ―

③預り金 2,109 2,109 ―

④長期借入金 5,196 5,194 △1

負債計 20,880 20,878 △1

※個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産
①現金及び預金、②未収入金
　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
　ります。
③投資有価証券
　　これらの時価については、取引所の価格によっております。
④敷金、⑤建設協力金
　　これらの時価については、合理的に見積もった償還予定時期に基づき、リスクフリー・レートで割り引
　いた現在価値から貸倒引当金を控除して算定しております。なお、１年内回収予定の建設協力金を含めて
　おります。

－ 40 －
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負債
①買掛金、②短期借入金、③預り金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
④長期借入金
　長期借入金の時価については、固定金利によるものは、リスクフリー・レートに信用リスクを加味した額
を再実行レートとみなし、元利金の合計額を割り引いて算定する方法によっております。変動金利によるも
のは、短期間で市場金利を反映するため、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、
時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

8.　賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、北海道内に賃貸用商業施設等（土地含む。）を所有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価

2,238 3,320

(注)1　貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

2　当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等
を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

－ 41 －
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9.　関連当事者との取引に関する注記

(1) 兄弟会社等

（単位：百万円）

属　性
会社等
の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

親会社の
子会社

イオンクレ
ジットサー
ビス㈱

―

　営業取引

クレジット売掛 12,970

未収入金 2,888

クレジット割引 91

クレジット手数料 148

　営業取引

電子マネー売掛 46,948

電子マネー手数料 717

電子マネー預り 38,157 預り金 2,034

親会社の
子会社

イオンリテ
ール㈱

― 　営業取引 商品仕入 8,893 買掛金 987

親会社の
子会社

イオントッ
プバリュ㈱

― 　営業取引 商品仕入 7,547 買掛金 823

親会社の
子会社

イオンリカ
ー㈱

― 　営業取引 商品仕入 3,595 買掛金 353

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注）1　クレジット及び電子マネー債権の回収、商品仕入は、一般的取引条件を参考に契約により決定してお
ります。

2　取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。

(2) 役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

属　性
会社等
の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社

㈱花生活

当社の役員
の近親者が
100％を直
接所有

営業取引 商品仕入 38 買掛金 2

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注）1　商品仕入は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

2　取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。
3　当社代表取締役出戸信成の近親者が議決権の100％を直接所有しております。

－ 42 －
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10.　１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,296.52円
(2) １株当たり当期純利益 71.37円

11.　重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

－ 43 －
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2018年４月６日

マックスバリュ北海道株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人　トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松 村 浩 司 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 香 川 　 順 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、マックスバリュ北海道株式会社の2017年３月１日か
ら2018年２月28日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属
明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属
明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年３月１日から平成30年２月28日までの第57期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた

します。

1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締

役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、以下の方法で監査を実施しました。

　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

　　け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び

　　財産の状況を調査いたしました。

　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会

社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及

び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理

　　由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

　④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会

計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号

に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整

備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

－ 45 －
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2.　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ

ません。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さ

ないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断

及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2018年４月10日

マックスバリュ北海道株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役
(社外監査役) 福　岡　眞　人 

社 外 監 査 役 橋 本 昭 夫 
社 外 監 査 役
( 独 立 役 員 ) 吉 岡 征 雄 

社 外 監 査 役 後 藤 鉄 朗 

以　上
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株主総会会場のご案内

【場　所】 札幌市中央区北2条西1丁目1番地　ホテルモントレエーデルホフ札幌 13階「ベルヴェデーレ」
【 T E L 】 011-242-7111
【交　通】 最寄駅 地下鉄さっぽろ駅ご利用の場合（南北線・東豊線）

22番出入口（サンメモリアビル）より徒歩約2分。22番出入口を左折、最初の交差点を渡って
左折すると50ｍ先右手にホテルがございます。

（注）同系列のホテルが近隣にございますので、お間違えのないようご注意ください。

駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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